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町では、国民健康保険税の第１期は、前年の所得が確定する前であることから、暫定的に保険税額（（前年度

の保険税額（年税額）の６分の１））を決定する仮算定を行い、その後、前年所得をもとに保険税額を決定する

本算定を行っていたため、保険税額決定までのしくみが分かりにくくなっていました。 

つきましては、令和８年度からは本算定のみとし、併せて、１回当たりの保険税額の軽減を図るため、納付回

数を８回に変更します。 

■令和７年度

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 

算定 仮算定 
本算定 

（本算定から仮算定を引いた額を２～６期に納付） 

■令和８年度

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 

算定 本算定 

・保険税額が分かりやすくなります

前年所得確定後の７月に計算し、保険税額を決定します。

仮算定との差し引きを行わないため、保険税額の計算内容が分かりやすくなります。

・年間の保険税額は変わりません

仮算定は廃止となりますが、年間の保険税額には影響ありません。

・通知が年1回になります

保険税額の通知は５月（仮算定）と７月（本算定）の年２回でしたが、７月の１回のみとなります。

※特別徴収（年金からの天引き）の方は、今までどおり年２回の通知、年６回の納付です。

・年度途中での大幅な保険税額の変動が少なくなります

前々年中に比べ前年中の所得が大幅に変動した場合等でも、還付や本算定後の納付額が急激に増加すること

等が発生しにくくなります。 

問 町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

広広 報報 やや なな いい づづ
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皆さんは、地域の身近な相談相手として活動している、「民生委員・児童委員」をご存じですか？ 

「「民民生生委委員員」」は、各市町村に置かれるボランティアで、地域の身近な相談相手です。皆さんの立場に立ち、相

談に応じ、必要な支援を行い、社会福祉の増進に努めています。また、こどもたちを見守り、子育ての不安や妊

娠中の心配ごとなどの相談・支援などを行う「「児児童童委委員員」」も兼ねています。 

近年、核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育てや介護の悩みを抱える人や、障がいのある人・高齢

者などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあります。民生委員・児童委員は、こうした課題が解決で

きるよう支援への「つなぎ役」になるとともに、児童虐待の防止や、不登校・ひきこもりといった課題にも積極

的に対応しています。 

 

■民生委員・児童委員の日とは 

５月１２日の「民生委員・児童委員の日」は、活動への理解を深めていただく日です。民生委員・児童委員が

活動を行うためには、町民の皆さんや関係機関・団体に理解を深めてもらい、信頼関係を築くことが大切です。

この機会にぜひ関心を持っていただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。 

 

■民生委員・児童委員の活動 

町では、現在２１名(うち主任児童委員２名)が委嘱されており、町民の皆さんからの子育てや介護の悩み、高  

齢による生活の不安など、さまざまな相談に応じています。また、地域を見守ったり、福祉サービスの情報提供

などを行ったりして、「地域のつなぎ役」として活動しています。 

 

 

 

Ｑ.民生委員・児童委員はどんな人がなっているの？ 

Ａ.町民の中から、地域の実情に詳しく、福祉活動やボランティア活動などに理解と情熱がある人が、行政区

の民生委員推薦準備会から推薦され、町・県の推薦を経て、厚生労働大臣から委嘱を受けます。 

 

Ｑ.自分の地域の民生委員・児童委員が誰か分からないです。 

Ａ.町民課住民福祉係までお問合せください。お住まいの地域を担当している民生委員・児童委員をお伝えし 

ます。 

  

 Ｑ.どんなことを相談できるの？ 

 Ａ.生活に対する悩みや不安などを相談できます。誰に相談したらいいか分からないことも、町民の皆さんの

立場に立って相談を受けます。 

  ＜相談内容（例）＞ 

   ・生活に困っている、心身に不安がある 

・高齢者の介護や世話について相談したい 

   ・高齢者でのひとり暮らしのため、いざとなると不安がある 

   ・子育てのことで相談したい   

    

 Ｑ.個人情報を他人に話すのは不安です。 

Ａ.民生委員・児童委員は法による守秘義務があります。活動上で知った個人のプライバシーは厳守します。 

守秘義務は民生委員を退任した後も課されますので安心してご相談ください。 

 

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

５５月月１１２２日日はは民民生生委委員員・・児児童童委委員員のの日日でですす 

民生委員・児童委員に関するＱ＆Ａ 
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 令和８年４月１日より、「こども家庭センター」を町民課住民福祉係に設置し、児童福祉（子ども家庭総合支

援拠点）と母子保健（子育て世代包括支援センター）の窓口を一体化、関係機関との連携を強化し、すべての妊

産婦、子育て世帯、こどもへの切れ目ない相談支援を行います。 

 

■相談窓口 

 町民課住民福祉係 

 

＜相談内容（例）＞ 

 ・初めての妊娠・出産で不安  ・産後育児に家事に大変  ・経済的な心配   

・育児に不安、子育てで悩んでいる 

・虐待（近所に虐待かもしれない子がいる、子育てに苦労している家庭があるなど） 

・ヤングケアラーのこと（自分がヤングケアラーかもしれない・ヤングケアラーかもしれない子がいるなど） 

・こどもの発達が気になる、指摘をうけている、障害を持っている 

・ひとり親の支援を知りたい  ・就学に関する不安、学校入学後の心配 

 

■受付時間 

 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（土日祝、年末年始を除く） 

 

■相談方法 

 来庁や電話で気軽にご相談ください。 

相談の秘密は厳守します。 

 

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

 

 

 

 

 

 広い場所で、ほかのこどもたちと思いっきり遊ばせながら、日頃の子育ての楽しみや悩みについて、お話し

てみませんか。お母さんも、ほっと一息つける瞬間です。皆でお茶を飲みながら、楽しくお話しましょう。 

下記の日程で開催しますので、ぜひお気軽にお越しください。 

 

■日 程 

 令和８年４月１４日（火）、５月１９日（火）、６月３０日（火）、７月１４日（火）、８月４日（火） 

     ９月２９日（火）、１０月２０日（火）、１１月１７日（火）、１２月２２日（火） 

 令和９年１月１２日（火）、２月９日（火）、３月１６日（火） 

 

■時 間 

９：３０～１１：３０ 

 

■場  所 

 健康福祉プラザ 銀山荘 

 

■持 ち 物  

 こどものおやつや飲み物・おむつ・ミルクなど 

 

■費  用 

 １００円（保護者の方の飲み物代等） 

 

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１―４２－２１１８ 

「「柳柳津津町町ここどどもも家家庭庭セセンンタターー」」をを設設置置ししままししたた 

子子育育ててカカフフェェののごご案案内内 
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皆さんは、地域の身近な相談相手として活動している、「民生委員・児童委員」をご存じですか？ 
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住民基本台帳法第１１条第３項および第１１条の２条第１２項、住民基本台帳の一部の閲覧および住民票の写

し等の交付（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）までに関する省令第３条の規定に基づき下記のとおり公

表します。 

 

閲覧申出者 委託元 
利用目的の概要 

（閲覧事項の利用目的） 
閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲 

自衛隊福島地

方協力本部 
－ 

自衛官および自衛官候補生に

関する募集事務 
令和７年１０月２１日 

町内全域の平成２０年

４月２日から平成２１

年４月１日生まれの者 

株式会社サー

ベイリサーチ

センター 

－ 

福島県が実施する「令和７年

度福島県骨粗鬆症検診実態調

査」対象抽出のため 

令和７年１０月２２日 

令和７年１月１日時点

で４０歳以上７０歳以

下の女性（大字細八か

ら４名） 

 

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

 

 

 

 

 ４月１日（水）から「こども誰でも通園制度」が始まりました。本制度は、すべてのこどもの育ちを応援

し、良質な成育環境を整備することを目的としたものです。 

 ０歳６か月から満３歳未満の保育所などに在所していないこどもを対象に、月１０時間の範囲で、保護者の

働き方やライフスタイルを問わず、保育所などを利用できます。 

 

■対  象 

 以下のいずれにも該当するお子さんが利用できます。 

（１）柳津町に住所のある０歳６か月～満３歳未満児 

（２）保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所に通っていない家庭保育中の乳幼児 

 

■場  所 

 柳津保育所および西山保育所 

 

■利用時間 

（１）実施日  月曜日～金曜日（土日祝を除く） 

（２）時 間 １０：００～１６：００ 

 

■利用上限 

 こども 1人あたり月１０時間を上限に利用可能 

 

■利用料金 

 1 人１時間あたり３００円 

 

■利用方法 

 詳細は、柳津保育所までお問合せください。 

 

 

問 柳津保育所 ℡０２４１－４２－２２３８ 

住住民民基基本本台台帳帳のの閲閲覧覧状状況況ににつついいてて 

「「ここどどもも誰誰ででもも通通園園制制度度」」ののごご案案内内 
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柳津保育所では、下記の日程で保育所開放を行います。お友だちと一緒に遊んだり、子育てについて他のお母

さんたちとお話してみませんか？たくさんのお友だちや保育士も待っています。ぜひ遊びに来てください。 

 

■実施日 

 ５月１４日（木）、６月１１日（木）、７月２３日（木）、８月２０日（木）、９月１０日（木）、１０月８日（木）

１１月１２日（木）、１２月１０日（木）、１月２１日（木）、２月１８日（木）、３月１１日（木） 

 

■場 所 

 柳津保育所 

 

■時 間 

 ９：３０から随時受付（１１：００終了） 

 

■持ち物 

 飲み物、着替え、オムツなど 

 

■内 容 

 同じ年齢のお友だちのクラスに入り、皆で遊びます。 

 

■対 象 

 保育所入所前のお子さんとその保護者、妊婦さん 

 ※お子さんの年齢・月齢は問いません。 

 

■その他 

 不明な点がございましたら、お問合せください。 

 

問 柳津保育所 ℡０２４１－４２－２２３８ 

 

 

 

町では、令和８年３月２５日（水）から令和８年５月３１日（日）までを期間とす

る、柳津町防霜対策本部を設置しました。この期間は、気温の変化の激しい時期で、

霜の降りる恐れが多くなります。農作物の管理には十分注意してください。 

なお、霜注意報が発令された場合には、会津よつば農業協同組合および関係機関と 

連携を図りながら防災無線などでお知らせします。 

 

問 地域振興課農林振興係 ℡０２４１－４２－２１１６ 

会津よつば農業協同組合 柳津営農経済センター ℡０２４１－４２－２６１６ 

霜霜がが降降りりるる場場合合ににははごご注注意意くくだだささいい 

保保育育所所開開放放日日ののおお知知ららせせ 
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（２）保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所に通っていない家庭保育中の乳幼児 

 

■場  所 

 柳津保育所および西山保育所 

 

■利用時間 

（１）実施日  月曜日～金曜日（土日祝を除く） 

（２）時 間 １０：００～１６：００ 

 

■利用上限 

 こども 1人あたり月１０時間を上限に利用可能 

 

■利用料金 

 1 人１時間あたり３００円 

 

■利用方法 

 詳細は、柳津保育所までお問合せください。 

 

 

問 柳津保育所 ℡０２４１－４２－２２３８ 

住住民民基基本本台台帳帳のの閲閲覧覧状状況況ににつついいてて 

「「ここどどもも誰誰ででもも通通園園制制度度」」ののごご案案内内 
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町では、令和４年度に柳津町みらい農業会議を発足し、農業の発展のために会議を開催してきました。 

このたび、令和８年度のみらい農業会議委員を以下のとおり募集します。 

 

■目  的 

 農業の発展のため、関係機関が連携し、持続可能な農業を目指すとともに、農村社会の活性化と地域農業の

振興に寄与すること 

 

■募集人数 

 最大１５名 

 

■任  期 

 令和８年度～令和１０年度 

 

■応募資格 

 町内の農業者 

 

■申込方法 

地域振興課農林振興係窓口または、電話・メールにて受付します。 

申し込みの際に、名前、住所、連絡先をお伝えください。詳細は、町Ｗｅｂサイトをご覧ください。 

 

■応募期間 

 令和８年４月１３日（月）～令和８年５月１５日（金） 

 

問 地域振興課農林振興係 ℡０２４１－４２－２１１６ ／ メール nourin-shinkou@town.yanaizu.fukushima.jp 
 

 

 

 

 

 町では、町民の皆さんからいただいたご意見等を反映し、よりよいまちづくりを進めていくため、「ご意見

箱」を設置しています。 

 日頃お気づきのことや、助言やアイデア等のご意見をお気軽にお寄せください。 

 なお、公開可能なご意見と回答については、個人が特定されないよう配慮したうえで広報誌や、町Ｗｅｂサ

イト等で紹介する場合があります。 

 

■ご意見箱・投票用紙設置場所 

 柳津町役場、西山支所、中央公民館（ふれあい館） 

 

■投書方法 

 ご意見箱のほか、郵送・メールでの投書も可能です。 

また、二次元コードの「あなたの一声」フォームからも投書ができます。 

 

■その他 

 ・個別の回答を希望される方は、氏名や連絡先等が記載されていない場合、回答できませんので、ご記入く 

ださい。 

 ・内容によっては、回答までに時間を要する場合があります。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ ／ メール miraisousei@town.yanaizu.fukushima.jp 
  〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４ 

柳柳津津町町みみららいい農農業業会会議議委委員員募募集集ののおお知知ららせせ 

ああななたたのの一一声声をを募募集集ししまますす 

投書フォームはコチラ 

詳細はコチラ 
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町では、地方自治法の規定に基づき「柳津町振興計画審議会」を設置し、毎年、振興計画に沿って事業が適切

に実施されているか審議しています。その結果を踏まえ、産業の振興、生活環境の整備、医療福祉の充実など各

事業を執行しています。 

このたび、令和８年度の柳津町振興計画審議会委員を以下のとおり募集します。 

 

■募集人数 

若干名（応募者多数の場合は書類審査を行い、決定します。） 

 

■任  期 

令和８・９年度 

 

■応募資格 

本町に住所を有する満２０歳以上の方 

 

■応募方法 

必要書類は、みらい創生課みらい創生係および西山支所窓口に備え付けてあります。応募用紙に、必要事項

を記入し郵送またはＦａｘによりお送りいただくか、直接窓口までご持参ください。 

 

■報  酬 

1 回あたり ３，５００円 (通常半日程度) をお支払いします。 

 

■応 募 先 

みらい創生課みらい創生係（〒９６９－７２０１福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地） 

Ｆａｘ０２４１－４２－２５０５ 

 

■応募期限 

令和８年５月２８日（木）（郵送の場合は、当日消印有効） 

 

■そ の 他 

会議は、７月・１１月・２月の３回開催を予定しています。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１―４２－２４４７ 

 

 

 

 

令和８年３月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札による落札価格が１００万円以上の工事・委託に

ついての結果です。１００万円以下の入札結果については、役場２階総務課財政係において閲覧できます。 

 

●工事（指名競争入札）（価格：税込／単位：円） 

入札日 工事名（工事箇所） 予定価格 落札価格 落札業者 

３月２７日 
農地等（田・水路）災害復旧工事 

（大字飯谷字鹿島地内） 
4,981,900 4,895,000 大成建設工業(株) 

３月２７日 
農地等（水路）災害復旧工事 

（大字久保田字田表地内） 
5,721,100 5,390,000 ㈲西村土建 

 

問 総務課財政係 ℡０２４１－４２－２１１２ 

柳柳津津町町振振興興計計画画審審議議会会委委員員募募集集ののおお知知ららせせ 

 

工工事事等等入入札札結結果果をを公公表表ししまますす 

 
6 

 

 

町では、令和４年度に柳津町みらい農業会議を発足し、農業の発展のために会議を開催してきました。 

このたび、令和８年度のみらい農業会議委員を以下のとおり募集します。 

 

■目  的 

 農業の発展のため、関係機関が連携し、持続可能な農業を目指すとともに、農村社会の活性化と地域農業の

振興に寄与すること 

 

■募集人数 

 最大１５名 

 

■任  期 

 令和８年度～令和１０年度 

 

■応募資格 

 町内の農業者 

 

■申込方法 

地域振興課農林振興係窓口または、電話・メールにて受付します。 

申し込みの際に、名前、住所、連絡先をお伝えください。詳細は、町Ｗｅｂサイトをご覧ください。 

 

■応募期間 

 令和８年４月１３日（月）～令和８年５月１５日（金） 

 

問 地域振興課農林振興係 ℡０２４１－４２－２１１６ ／ メール nourin-shinkou@town.yanaizu.fukushima.jp 
 

 

 

 

 

 町では、町民の皆さんからいただいたご意見等を反映し、よりよいまちづくりを進めていくため、「ご意見

箱」を設置しています。 

 日頃お気づきのことや、助言やアイデア等のご意見をお気軽にお寄せください。 

 なお、公開可能なご意見と回答については、個人が特定されないよう配慮したうえで広報誌や、町Ｗｅｂサ

イト等で紹介する場合があります。 

 

■ご意見箱・投票用紙設置場所 

 柳津町役場、西山支所、中央公民館（ふれあい館） 

 

■投書方法 

 ご意見箱のほか、郵送・メールでの投書も可能です。 

また、二次元コードの「あなたの一声」フォームからも投書ができます。 

 

■その他 

 ・個別の回答を希望される方は、氏名や連絡先等が記載されていない場合、回答できませんので、ご記入く 

ださい。 

 ・内容によっては、回答までに時間を要する場合があります。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ ／ メール miraisousei@town.yanaizu.fukushima.jp 
  〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４ 

柳柳津津町町みみららいい農農業業会会議議委委員員募募集集ののおお知知ららせせ 

ああななたたのの一一声声をを募募集集ししまますす 

投書フォームはコチラ 

詳細はコチラ 
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【特別企画】「取材地を訪ねる旅～斎藤清が見た風景をもう一度～」学芸員と巡るアートツアー 
 

斎藤清美術館で作品を鑑賞した後、実際に作品の舞台となった風景や取材地を巡るアート 

ツアーを開催します。学芸員の解説を聞きながら、作品と柳津の風景を重ねて楽しめる企画 

です。 

なお、本ツアーは全３回開催し、各回で一部異なるコースを巡ります。それぞれで違った 

風景や、魅力を楽しめる内容になっておりますので、複数回での参加がおすすめです。 

ぜひご参加ください。 

 

■開 催 日  ※各回先着２０名限定 

・令和８年４月１１日（土） 

・令和８年５月２日（土） 

・令和８年６月１３日（土） 

 

■時  間 

 １０：００～１６：３０ 

 

■参 加 料 

 ２，０００円（バス代・昼食代・あわまんじゅう代・美術館見学費・保険代含む） 

 

■集合場所 

 斎藤清美術館 

 

■申込方法 

 奥会津観光（℡０２４１－４２－２２４４）までご連絡ください。 

 営業時間：月曜日から土曜日 ８：３０～１７：３０ 

 

  

【特別企画】福満虚空藏菩薩圓藏寺 茶会２０２６ 

  
１，２００年の歴史を誇る名刹・福満虚空藏菩薩圓藏寺。普段は参拝客が立ち入ることのできない「庫裡」の

和室にて、柳津町の社中による特別な茶会を開催します。 

お点前の披露とともに、季節の和菓子とお茶を楽しみながら、歴史ある寺院ならではの落ち着いたひとときを

過ごせます。 

どなたでも参加できますので、心安らぐひとときをお楽しみにお越しください。 

 

■開催日  ※各回先着１００名限定 

 ・令和８年４月２５日（土） 

・令和８年５月２３日（土） 

・令和８年６月２７日（土） 

 

■時 間 

 １０：００～１５：００ 

 

■会 場 

  福満虚空藏菩薩圓藏寺「庫裡」（柳津町大字柳津字寺家町甲１７６）  

 

■参加料 

 ７００円（お茶・和菓子付き） 

 
 
 

ふふくくししままデデスステティィネネーーシショョンンキキャャンンペペーーンン特特別別企企画画ののごご案案内内 

詳細はコチラ 
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【特別企画】会津やないづフォトコンテスト２０２６ 

 
会津やないづフォトコンテストの作品を募集します。 

自然、風景、人々の暮らしなど、柳津町で撮影した写真であればジャンルは問いません。 

あなたのとっておきの一枚をご応募ください。 

 

■テ ー マ 

柳津町の魅力を伝える写真（自然・歴史・人々など） 

 

■募集期間 

令和８年５月１日（金）～令和８年６月３０日（火） 

  

■応募資格 

日本国内在住の方 

  

■応募方法 

専用応募フォームまたはプリント写真（郵送・持参） 

※専用応募フォームは、令和８年５月１日（金）より公開 

※１人５点まで応募可能 

 

■賞 

最優秀賞：商品券または特産品２０，０００円分 

優 秀 賞：商品券または特産品１０，０００円分 

特 別 賞：商品券または特産品 ５，０００円分 

赤べこ賞：赤べこ張り子 

  

■そ の 他 

令和７年１月１日以降に撮影した未発表作品に限ります。 

 

 

【特別企画】十三講詣り記念「赤べこ絵付け体験・赤べこ絵馬」 

 

福満虚空藏菩薩圓藏寺で十三講詣りを受けた小学校６年生を対象に、赤べこ絵付け体験を記念価格で実施して

います。 

さらに、ふくしまデスティネーションキャンペーン期間中（４月1日～６月３０日）は、赤べこ絵馬をプレ

ゼントします。 

 

■対 象 者 

圓藏寺で十三講詣りのご祈祷を受けた小学校６年生 

 

■期  間 

令和９年３月３１日まで 

  

■体験料金 

１，０００円（税込）※通常２，０００円（税込） 

  

■申込方法 

希望日の１週間前までに憩の館ほっとinやないづ（℡０２４１－４１－１０７７）、またはやないづ張り子工

房Hitarito（℡ ０２４１－４２－７３３３）まで申込書を提出してください。 

 

 

問 地域振興課観光商工係 ℡０２４１－４２－２１１４ 

 

 

詳細はコチラ 
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【特別企画】「取材地を訪ねる旅～斎藤清が見た風景をもう一度～」学芸員と巡るアートツアー 
 

斎藤清美術館で作品を鑑賞した後、実際に作品の舞台となった風景や取材地を巡るアート 

ツアーを開催します。学芸員の解説を聞きながら、作品と柳津の風景を重ねて楽しめる企画 

です。 

なお、本ツアーは全３回開催し、各回で一部異なるコースを巡ります。それぞれで違った 

風景や、魅力を楽しめる内容になっておりますので、複数回での参加がおすすめです。 

ぜひご参加ください。 

 

■開 催 日  ※各回先着２０名限定 

・令和８年４月１１日（土） 

・令和８年５月２日（土） 

・令和８年６月１３日（土） 

 

■時  間 

 １０：００～１６：３０ 

 

■参 加 料 

 ２，０００円（バス代・昼食代・あわまんじゅう代・美術館見学費・保険代含む） 

 

■集合場所 

 斎藤清美術館 

 

■申込方法 

 奥会津観光（℡０２４１－４２－２２４４）までご連絡ください。 

 営業時間：月曜日から土曜日 ８：３０～１７：３０ 

 

  

【特別企画】福満虚空藏菩薩圓藏寺 茶会２０２６ 

  
１，２００年の歴史を誇る名刹・福満虚空藏菩薩圓藏寺。普段は参拝客が立ち入ることのできない「庫裡」の

和室にて、柳津町の社中による特別な茶会を開催します。 

お点前の披露とともに、季節の和菓子とお茶を楽しみながら、歴史ある寺院ならではの落ち着いたひとときを

過ごせます。 

どなたでも参加できますので、心安らぐひとときをお楽しみにお越しください。 

 

■開催日  ※各回先着１００名限定 

 ・令和８年４月２５日（土） 

・令和８年５月２３日（土） 

・令和８年６月２７日（土） 

 

■時 間 

 １０：００～１５：００ 

 

■会 場 

  福満虚空藏菩薩圓藏寺「庫裡」（柳津町大字柳津字寺家町甲１７６）  

 

■参加料 

 ７００円（お茶・和菓子付き） 

 
 
 

ふふくくししままデデスステティィネネーーシショョンンキキャャンンペペーーンン特特別別企企画画ののごご案案内内 

詳細はコチラ 
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町税の納付書に印刷されている「地方税統一 QR コード(eL-QR)」を利用することにより、裏面に記載の金

融機関に加え、全国の地方統一 QR コード対応金融機関やスマホ決済アプリから納付することができます。 
また、スマートフォンやパソコンを利用して、地方共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」を利用し

て、クレジットカードやインターネットバンキング等による納付も可能になります。 
※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

■対象税目 

・町県民税(普通徴収)  ・固定資産税  ・軽自動車税(種別割)   ・国民健康保険税 

 

■納付方法 

①柳津町の指定金融機関で納付 

納付書を窓口にお持ちいただき、現金で納付いただけます。 

（柳津町役場出納室、西山支所、会津信用金庫、会津よつば農業協同組合、東邦銀行） 

 

②全国の地方統一 QR コード対応金融機関窓口で納付 

納付書を全国の対応金融機関窓口にお持ちいただき、現金で納付いただけます。 

※対応金融機関は、eLTAX のＷｅｂサイトでご確認ください。 

 

③スマホ決済アプリで納付 

スマホ決済アプリから納付書に印刷された QR コードを読み取りすることで、納付いただけます。 

※対応アプリは、「地方税お支払いサイト」にてご確認ください。 

 

④地方税お支払いサイトで納付 

地方税お支払いサイトから納付書に印刷された QR コードを読み取りすることで、納付いただけます。 

クレジットカード（別途手数料がかかります）や、インターネットバンキング等による納付も可能です。 

 

■注意点 

・スマホ決済アプリや地方税お支払いサイトでの納付は、領収書は発行されません。 

・納期限が過ぎた納付書は、eL-QR による納付ができません。 
・軽自動車税(種別割)の納税証明書(車検継続検査用)が至急必要な場合は、柳津町役場出納室や西山支所、

町内指定金融機関にて納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 総務課税務係 ℡０２４１－４２－２１１３ 

町町税税のの地地方方統統一一ＱＱＲＲココーードド「「ｅｅＬＬ--ＱＱＲＲ」」をを利利用用ししたた納納付付ににつついいてて  

▲地方統一 QR コード(eL-QR) 
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町では、経済的理由により修学困難と認められる者に対して、教育の機会均等を図ることを目的に奨学資金を

貸与します。 

 

■貸与を受け得る者の資格について 

奨学資金は次に掲げる要件をすべて満たす者に対して貸与する。 

(１)柳津町に保護者と共に引き続き１年以上住所を有すること 

(２)高等学校に在学（通信教育課程を含む。）し、品行が正しく、就学の意欲があり身体が強健であること 

(３)経済的理由により修学上に影響があると認められること 

※選考委員会での判断になります。 

(４)他の機関の奨学資金を受けていないこと 

 

■奨学資金の額について 

１人月額１５，０００円以内 

 

■奨学資金の返還について 

・奨学資金を受ける者は、卒業月の１年後から、１０年以内に返還しなければならない。 

・奨学資金は、無利息とする。 

 

■その他 

 詳細や不明な点がございましたら、お問合せください。 

 

問 教育課学校教育係 ℡０２４１－４２－２１１５ 

 

 

 

 

昨今の物価高騰の影響を受ける町民の皆さんの支援、並びに消費喚起による町内事業者の皆さんを支援するた

め、全町民に２０，０００円の商品券を給付します。 

 

■対 象 者 

令和８年３月１日現在において、柳津町に住民登録のある全町民 

 

■給 付 額 

町民1人あたり商品券２０，０００円（５００円券×４０枚） 

 

■利 用 期 間 

令和８年４月２９日（水）～令和９年１月３１日（日） 

 ※令和８年４月２４日（金）頃から随時各世帯主宛に郵送でお送りします。 

 

■利用事業者 

商品券郵送時に利用事業者一覧表を同封します。 

 

■事業者募集 

 柳津町物価高騰対策給付型商品券の取扱い事業者を募集します。希望する事業者は、下記により申し込みくだ

さい。 

・柳津町商工会会員事業者 柳津町商工会（℡０２４１－４２－２５５２）までご連絡ください。 

・柳津町商工会会員以外の事業者は、総務課総務係（℡０２４１－４２―２１１２）までご連絡ください。 

※随時募集しております。 

 

 

問 総務課総務係 ℡０２４１－４２－２１１２ 

柳柳津津町町物物価価高高騰騰対対策策給給付付型型商商品品券券発発行行事事業業  

物物価価高高騰騰対対策策ととししてて商商品品券券をを給給付付ししまますす  

 

柳柳津津町町高高等等学学校校奨奨学学資資金金貸貸与与制制度度ににつついいててごご案案内内  
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町税の納付書に印刷されている「地方税統一 QR コード(eL-QR)」を利用することにより、裏面に記載の金

融機関に加え、全国の地方統一 QR コード対応金融機関やスマホ決済アプリから納付することができます。 
また、スマートフォンやパソコンを利用して、地方共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」を利用し

て、クレジットカードやインターネットバンキング等による納付も可能になります。 
※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

■対象税目 

・町県民税(普通徴収)  ・固定資産税  ・軽自動車税(種別割)   ・国民健康保険税 

 

■納付方法 

①柳津町の指定金融機関で納付 

納付書を窓口にお持ちいただき、現金で納付いただけます。 

（柳津町役場出納室、西山支所、会津信用金庫、会津よつば農業協同組合、東邦銀行） 

 

②全国の地方統一 QR コード対応金融機関窓口で納付 

納付書を全国の対応金融機関窓口にお持ちいただき、現金で納付いただけます。 

※対応金融機関は、eLTAX のＷｅｂサイトでご確認ください。 

 

③スマホ決済アプリで納付 

スマホ決済アプリから納付書に印刷された QR コードを読み取りすることで、納付いただけます。 

※対応アプリは、「地方税お支払いサイト」にてご確認ください。 

 

④地方税お支払いサイトで納付 

地方税お支払いサイトから納付書に印刷された QR コードを読み取りすることで、納付いただけます。 

クレジットカード（別途手数料がかかります）や、インターネットバンキング等による納付も可能です。 

 

■注意点 

・スマホ決済アプリや地方税お支払いサイトでの納付は、領収書は発行されません。 

・納期限が過ぎた納付書は、eL-QR による納付ができません。 
・軽自動車税(種別割)の納税証明書(車検継続検査用)が至急必要な場合は、柳津町役場出納室や西山支所、

町内指定金融機関にて納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 総務課税務係 ℡０２４１－４２－２１１３ 

町町税税のの地地方方統統一一ＱＱＲＲココーードド「「ｅｅＬＬ--ＱＱＲＲ」」をを利利用用ししたた納納付付ににつついいてて  

▲地方統一 QR コード(eL-QR) 
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上記発生状況は２月までの累計になります。外出時や夜間の施錠はもちろんのこと、在宅時にも施錠を心がけま

しょう。また物置や倉庫などの施錠できる箇所についても施錠を心掛けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※その他の求人情報は、右の二次元コードまたは町Ｗｅｂサイトからご確認ください。 

※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものでは  

なく、あくまで町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳細  

は、直接お問合せください。 

 

柳柳津津町町内内企企業業等等求求人人情情報報 

詳細はコチラ 

柳柳津津町町内内街街頭頭犯犯罪罪発発生生状状況況（（令令和和８８年年２２月月２２８８日日現現在在）） 

柳津防災行政情報アプリ
（左 Android、右 iOS）

柳津町防災
行政メール配信

柳津町公式
LINE

柳津町公式
インスタグラム

広報誌配信アプリマチイロ
（左 Android、右 iOS）


